
当機構における３か年事業計画（ロードマップ）

【策定趣旨】

1

2

　一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構（以下「当機構」といいます。）では、平成２５年１１月～令和５年７月末までの間、自賠責保険・共済

への請求時点で提出されていない新しい資料（以下「新資料」といいます。）が紛争処理申請時に提出された場合、その受付を制限する取扱いを行って

いました。一方、「新資料」の受付を制限するこうした運用に対しては、当機構の紛争処理業務規程第１５条１項２号の規定に抵触し、被害者保護に反

するのではないかという、大変厳しいご批判を頂戴していたところです（詳細につきましては、当機構ホームページのトップページにある２０２４年４

月１５日付「理事長メッセージ」（https://jibai-adr.or.jp/index.html）をご覧ください）。

　この批判を真摯に受け留め、当機構では令和５年８月から前記運用を廃止し、紛争処理申請時に「新資料」の受付を行うように運用改善を行うととも

に、設立以来２０数年が経過していることを踏まえ、この機会に当機構が抱える様々な組織運営上の問題点を検証する作業を行いました。この検証結果

に基づき、今般、当機構としての「３か年事業計画」（以下「ロードマップ」といいます。）を新たに策定しました。

　本「ロードマップ」では、対応する課題を（1）「ガバナンス改革」の推進、（2）「組織風土改革」の推進、（3）「業務プロセス改革」の推進、

（4）「人財の確保・育成」の推進の４種類に分け、合計１９課題・２１項目に整理しています。本「ロードマップ」は、理事会への定期的な報告を行

いそのチェックを受けながら、今後、各課題の進捗状況に応じて適宜修正・更新をしていきます。

【

ガ

バ

ナ

ン

ス

改

革

】

No 対応する課題

事務局体制の改善

目指すべき方向性 令和６年（２０２４年）度 令和７年（２０２５年）度 令和８年（２０２６年）度

会議体の再編

会議体の位置づけ・役割

を再編し、重要課題、重

要決定事項について意思

決定を行う手続きを明確

にすること

・重要課題等を論議する「四役打合せ

会」、その周知徹底を図る「管理職打

合せ会」を組織化し、定期的に打合せ

を行いました（４月～）。

・紛争処理業務規程に定める「紛争処

理委員総会」「紛争処理主任会議」の

役割、位置づけ等を整理し、運営要領

を定めました（１０月）。

事務局内（専務理事、事

務局長、事務局次長、各

部長・支部長等）での打

合せ、業務の連携がより

円滑にできる組織にする

こと

・理事長が出席をする「事務局打合せ

会」を組織化し、定期的に打合せを行

いました（４月～）。

・理事会・評議員会のほか、理事・監

事・評議員との意見交換により、事務

局内の意思疎通の状況等について

チェックを受けました（～３月）。

〇令和７年度以降も「事務局打合せ会」を定例開催。会議運営を通し

て事務局内の意思疎通が図れているかどうか等について、理事長によ

る定期的チェックを行っていきます。

〇令和７年度以降も各種会議体を通してコミュニケーション強化を

図っていきます。特に、紛争処理業務に係る重要決定事項、改善事項

等については、各種会議体を通して意思決定を行っていきます。
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3

4

5

|

①

5

|

②

内部統制の整備②

(法令等遵守態勢の

強化）

当機構内で内部統制、内

部牽制を整備し、運用を

行うこと ⇒法令等遵守

態勢の強化

・組織内の各種規程について、優先順

位の高いものから見直し・整備を行い

ました（令和５年度下半期～）。

・コンプライアンス体制の整備の一環

として、各種窓口（ハラスメント、外

部・内部通報等）の新設・再構築を行

いました（～３月）。

【

ガ

バ

ナ

ン

ス

改

革

】

法律顧問等の体制整

備

内部統制の整備①

(リスク管理態勢の

強化）

当機構内で内部統制、内

部牽制を整備し、運用を

行うこと ⇒リスク管理

態勢の強化

重点課題、重要決定事項

などについて、外部の専

門家の知見を適切に借り

るノウハウ、能力を組織

内に確立すること

理事会付議事項の整

理

理事会、評議員会との連

携ないし関係を常に意識

した業務運営を行うこと

・理事会に対する代表理事、業務執行

理事の職務執行状況の報告方法につい

て、見直しを行いました（令和５年度

下半期～）。

・理事会付議事項の「法人の重要な業

務執行の決定」が具体的に何を指して

いるかについて整理し、理事・監事と

の共通認識を図りました（１１月）。

令和７年（２０２５年）度 令和８年（２０２６年）度

・交通事故損害賠償に知見のある弁護

士と顧問契約を締結し、法律相談がで

きる体制を整備しました（令和５年度

下半期～）。

・人事制度改定を検討するにあたり、

社会保険労務士に相談ができる体制を

整備しました（８月～）。

・当機構が管理すべき対象リスクの洗

い出しを行った上で、平時におけるリ

スク管理の手法、有事の際（リスク発

現時）の対応要領を規程として整備、

「三線管理」の考え方に基づきリスク

管理全般における監事、理事会との関

係を明確にしました（１１月）。

・左記規程に基づき、年２回の自主

点検を組織内で行い、取りまとめた

ものを監事および理事会へ報告して

いきます（リスク発現時においても

同様）。必要に応じて理事、監事に

対し意見を求める体制整備を図って

いきます。

令和６年（２０２４年）度No 対応する課題 目指すべき方向性

・引き続き組織内の各種規程につい

て見直し、整備を進めます。

・当機構に即した「コンプライアン

スマニュアル」を策定し、役職員に

周知するとともに、コンプライアン

ス研修を企画、実施していきます。

〇令和７年度以降も左記共通認識を踏まえた理事会運営を行っていき

ます。

〇当機構の業務運営全般については、「一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律」を常に意識した運営を行っていきます。

〇令和７年度以降は、理事・監事、評議員、さらには紛争処理委員と

の間で日常的に報告、相談等の連携を一層深める取組みを行っていき

ます。

〇令和８年度以降も平時および

有事のリスク管理の手法を継続

実施していきます。５－③の内

部監査の実施に伴い、リスク管

理態勢についての検証・モニタ

リングを実施します。

〇令和８年度以降もコンプライ

アンス研修を継続実施していき

ます。５－③の内部監査の実施

に伴い、コンプライアンス推進

の取組みについての検証・モニ

タリングを実施します。
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5

|

③

6

7

8

・当機構の人員構成、業務内容等を

踏まえ、監事と連携のもと、当機構

に即した内部監査のフレームワーク

を構築していきます。

・内部監査に係る各種規程を整備す

るとともに、監査計画、実施要領等

を策定します。

・前年度に策定した監査計画等に基

づき、内部監査を実施します。

【

ガ

バ

ナ

ン

ス

改

革

】

通報制度に係る社外

窓口の新設

組織の一体感を醸成

する取組み

組織内の業務運営上の問

題点について、社外の委

託機関に通報する窓口を

新たに設けること

・当機構における社外窓口のあり方等

について検討を行い、監事との意見交

換を行いました（上半期）。

・不適正行為等があった場合の通報窓

口を社内と社外にそれぞれ設ける体制

を構築し、社外窓口の担当業者を選定

しました（～３月）。

【

組

織

風

土

改

革

】

非常勤の理事長を代

表理事とする経営の

あり方

非常勤の理事長と業務執

行理事である専務理事と

の連携により、健全な組

織運営を行うこと

・組織運営への関与方法・頻度等につ

いて、理事長と専務理事の間で調整を

行いました（令和５年度下半期～）。

・令和６年度上半期は原則週１回の

「理事長執務日」を設け、前記１の

「事務局打合せ会」への出席のほか、

稟議承認、重点課題の進め方等の相

談・協議を行いました。当機構の業務

改善の進捗に伴い、下半期は「理事長

執務日」を月２回程度に変更していま

す。

内部統制の整備③

(内部監査態勢の強

化）

・ハラスメント相談窓口と併せて、

不適正行為等があった場合の社内、

社外通報窓口を設ける運用を開始し

ます（４月～）。

職員の出身、キャリアが

バラバラである中、当機

構の果たすべき使命、

ミッション等を再整理

し、共有を図ること

令和８年（２０２６年）度No 対応する課題 目指すべき方向性 令和６年（２０２４年）度

当機構内で内部統制、内

部牽制を整備し、運用を

行うこと ⇒内部監査態

勢の強化

令和７年（２０２５年）度

・監事との間で、今後の業務監査のあ

り方について意見交換を行いました

（１０月）。

・職員全員とのフランクな意見交換を

行ったうえで、「当機構の基本理念」

「役職員の行動規範」を新たに策定

し、当機構のホームページにこれらを

掲載しました（１２月）。

〇令和７年度以降も重点課題、重要決定事項などの進捗状況に応じて

「理事長執務日」を個別に調整し、組織の意思決定に支障が生じない

業務運営を行っていきます。

〇令和８年度以降も各種窓口に

よる対応体制を継続していきま

す（前記５の内部統制の整備を

補完する仕組みとして活用して

いきます）。

〇令和７年度以降は「当機構の基本理念」「役職員の行動規範」を職

員一人ひとりが「自分事」として捉えられるよう、組織内に浸透させ

る取組みを実施していきます。
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9

10

11

12

No 対応する課題 目指すべき方向性 令和６年（２０２４年）度 令和７年（２０２５年）度 令和８年（２０２６年）度

・新人事評価制度を実施します（４

月～）。

当機構における今後の中

期的な経費見込みを踏ま

え、中期事業計画の施策

に対応するための予算を

確保すること

・今後５年間の当機構の経費見込みを

シミュレーションするとともに、シス

テム対応、物件費等の予算については

現場のニーズを踏まえながら策定しま

した（令和５年度下半期～）。

【

組

織

風

土

改

革

】

重点課題、重要決定事項

についての周知を含め、

組織間の風通しを良くす

るための取組みを進める

こと

・専務理事が自分の考えていること、

職員に期待することなどをメッセージ

にして、定期的に職員向けに発信して

います（令和５年度下半期～）。

・東京本部と大阪支部との間で、定期

的に「交流会」を開催し、紛争処理業

務の品質の維持・向上に関する各種取

組みを協働で行っています（令和５年

度下半期～）。

リスク発生が顕在化する

前に、これを未然に防止

する取組みを組織として

行うこと

・外部講師を招聘し、ハラスメント問

題等を題材とする「ビジネスと人権」

研修を機構内で実施しました（令和５

年度下半期～）。

・前記７のとおり、相談対応の実効性

を確保できるようにハラスメント相談

窓口を再構築しました（～３月）。

シニア層の安定的な採

用、時代の変化への対

応、働きがいと働きやす

さの両立等を目指す人事

制度改定を実施すること

・今後の人事制度のあり方について、

階層別に職員と意見交換を実施しまし

た（～６月）。

・処遇全般の見直し、多様性のある

コース別職員制度、人事評価制度の再

構築、休暇制度や福利厚生制度全般の

見直し等を骨子とする人事制度改定案

を策定しました（～３月）。

・令和７年度より新人事制度を実施

するとともに、これに合わせて就業

規則全般の見直しを行い、改定しま

す（４月～）。

・人事評価制度については、１年間

の試行期間を経て問題点の整理を行

い、令和８年度の本実施に向け準備

を進めます。

組織の風通しを良く

する取組み

ハラスメント対応等

リスクを未然に防止

する取組み

人事制度の改定

予算策定方針の変更

〇令和７年度以降も専務理事メッセージの発信、前記２の「管理職打

合せ会」を通じての重要決定事項等の職員への周知、東京本部と大阪

支部間での「交流会」の開催など、組織の風通しを良くするための取

組みを継続実施していきます。

〇令和７年度以降も職員への浸透状況を確認しながら「ビジネスと人

権」研修を企画・実施するとともに、前記５の「内部統制の整備」に

よって導入されるリスク管理態勢、内部監査制度を通して、リスク発

現を未然に防止する取組み等を継続実施していきます。

〇令和８年度以降も実施後の問

題点、課題等を定期的に吸い上

げ、制度のメンテナンスを行っ

ていきます。

〇令和７年度以降も中期的な経費見込みを継続してシミュレーション

しながら、新規施策についての予算措置、費消状況がわかりやすく管

理・説明できるようにしていきます。

〇「交流会」では、委員会見学、事案点検、日常業務に係る意見交換

等を行いながら、紛争処理業務の問題点や認識の共有、業務の平準化、

情報の共有化などを引き続き進めていきます。
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13

14

15

16

令和８年（２０２６年）度

属人的な業務運営の

見直し

No 対応する課題 目指すべき方向性 令和６年（２０２４年）度 令和７年（２０２５年）度

電子化・ＩＴ化の推

進

【

業

務

プ

ロ

セ

ス

改

革

】

業務の効率化、簡素化に

資する各種システムを費

用対効果を分析しなが

ら、計画的に導入するこ

と

・自賠責紛争処理業務を行う基幹シス

テム（ADRシステム）について、使い

勝手、利便性等を向上させる機能改善

を行いました（９月）。

・給与計算システム（１月）、勤怠管

理システム（３月）をそれぞれ導入し

ました。

限られた人員で業務遂行

を行わなければならない

中、属人的な業務運営、

仕事のやり方とならない

ように見直しを行うこと

・東京本部と大阪支部との間で紛争処

理業務の事務処理に関する相違点を確

認し、意見交換を行ったうえで、事務

処理要領集をリニューアルし、リリー

スしました（～３月）。

・東京本部と大阪支部が所管する各

主要業務についても業務マニュア

ル、手順書等を作成し、双方ですり

合わせ・意見交換を行っていきま

す。

・業務マニュアル、手順書等の作

成、整備を引き続き進め、前記９の

「交流会」を通してできる限り標準

化を進めていきます。

現行業務分担の見直

し

過去のノウハウの集

積・活用

事務局長が多岐にわたる

決裁業務に時間を取られ

てしまっている等、組織

規程に基づく業務遂行を

阻害している要因を改善

すること

・事務局長が一元的に決裁ないし公印

押印を行っていた管理体制を見直すと

ともに、対外発信文書の一部について

公印押印を省略しました（１１月）。

・前記５－①のリスク管理態勢の整備

にあたり、事務局長を組織内のリスク

管理の統括責任者として新たに位置づ

けました（１１月）。

紛争処理業務に係る過去

のノウハウ・知を集積な

いし整備し、これを組織

内で活用できるようにし

ていくこと

・過去に作成した調停文をデータベー

スとして整理し、新事案への対応にあ

たって検索が容易にできるシステムを

構築しました（～３月）。

・当機構で過去に作成・発刊していた

「自賠責紛争処理事例集」を「先例

集」としてリニューアルする、改定・

編集方針を策定しました（～３月）。

・検索システムをリリースし、実際

の紛争申請事案の処理業務に活用し

ていきます。

・前記検索システムを活用しながら

実務の参考になる事案をピックアッ

プし、左記改定・編集方針に基づき

令和７年度中に「先例集」を発刊し

ます。

〇令和７年度以降も相互に意見交換を行いながら左記事務処理要領集

（後遺障害担当者版）を定期的にメンテナンスしていきます。

〇令和７年度以降も事務局長を中心とする組織運営体制が整うよう、

業務遂行ないしマネジメント体制についての見直し・改善を進めると

ともに、前記５ー②の取組みの一つとして現行の組織規程自体につい

ての検証を行い、業務実態に応じた改定を行います。

〇令和８年度以降も検索システ

ムのデータ更新、メンテナンス

を行うとともに、「先例集」の

発刊を継続していきます。「先

例集」の配付先に対しアンケー

トを実施することで、改善点等

を確認していきます。

〇令和７年度以降もＡＤＲシステムの機能改善を継続するとともに、

給与計算システム、勤怠管理システムによる業務遂行を定着させ、担

当者の業務負荷軽減を図っていきます。
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16

17

18

19

No 対応する課題 目指すべき方向性 令和６年（２０２４年）度 令和７年（２０２５年）度 令和８年（２０２６年）度

電子化・ＩＴ化の推

進

業務の効率化、簡素化に

資する各種システムを費

用対効果を分析しなが

ら、計画的に導入するこ

と

・電子申請が行われた場合に滞りなく

業務対応ができるよう、ADRシステム

の改修計画を策定しました（３月）。

・ペーパーレスを主目的とする業界共

同システムの開発状況について、情報

収集を行いました（～３月）。

・左記計画に基づき、電子申請への

本格対応を行うADRシステムへの改

修を行い、リリース・活用を行って

いきます。

採用活動（採りたい

人財を採用するこ

と）の強化

当機構が欲しい（一緒に

仕事がしたい）と思う人

財を採用できるよう、関

係各方面に働きかけを行

うこと

・関係各機関・募集先に対して、当機

構が欲しいと考えるシニア層の人財に

ついて理解が得られるよう、働きかけ

を行いました（４月～）。

・損害調査業務経験のある人財の獲得

を目指し、新規チャネルを開拓しまし

た（１０月）。

・前記１１の人事制度改定を踏ま

え、当機構の魅力をPRするリーフ

レットを作成・配付していきます。

【

人

財

の

確

保

・

育

成

】

年間業務対応スケ

ジュールの明確化、

進捗管理の徹底

「何を、いつまでにやる

か」の年間業務対応スケ

ジュールを明確にし、理

事・監事等と共有しなが

らその進捗管理を徹底す

ること

・本ロードマップについて、月１回開

催する前記１「事務局打合せ会」を通

して、理事長による進捗管理のチェッ

クを受けました（４月～）。

・各課題・施策の進捗状況に応じて、

四半期単位で本ロードマップの修正・

更新を行い、理事・監事等と共有を図

りました（４月～）。

【

業

務

プ

ロ

セ

ス

改

革

】

人財育成に向けた取

組み

組織内に“人を育てる風

土”を醸成すること

・事案担当者を育成していくためのガ

イドライン（人財育成計画）案を策定

し、試行実施しています（４月～）。

・研修ツールの整備、共有化を進める

取組みをプロジェクトチームを組織し

て進めました（４月～）。

〇令和７年度以降も業界共同システムの開発状況等について引き続き

情報収集を行っていきます。

〇本ロードマップについては、令和７年度以降も「事務局打合せ会」

を通して、各課題・施策の進捗状況、障害事由の有無、職員への浸透

状況などを確認するとともに、定期的にその修正・更新を行っていき

ます。

〇令和７年度以降もプロジェクトチームを組織しながら、既存の人財

育成計画のブラッシュアップ、研修ツールの整備・共有化を進めてい

きます。また、専門能力に更なる磨きをかけ、キャリアアップの実現

が図れるよう、新たな外部研修メニューを導入していきます。

〇さらに、事案担当者以外の人財育成のあり方についても、今後整理

を行っていきます。

〇シニア層の新規採用が厳しいものとなっている現状を踏まえ、令和

７年度以降も関係各機関への働きかけを強化していきます。良い人財

がいた場合には中途採用が能動的にできるよう、前記１８の人財育成

の取組みにおいても柔軟な対応を行う仕組みを構築していきます。
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